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教
育
委
員
長
の
基
本
的
教
育
指
導
方
針
に
つ
い
て 

　
教
育
倫
理
が
最
優
先 

ど
う
な
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公
共
施
設 

　
十
八
年
度
初
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か
ら
指
定
管
理
者 

細田　　栄 

ど
う
な
る
公
共
施
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十
八
年
度
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か
ら
指
定
管
理
者

教
育
委
員
長
の
基
本
的
教
育
指
導
方
針
に
つ
い
て 

　
教
育
倫
理
が
最
優
先 

責
任
者
は
同
一
人
？ 

細
田
　
指
定
管
理
者
に
応
募

が
見
込
ま
れ
る
、
伯
耆
町
地

域
振
興
（
株
）、
観
光
事
業
団
、

農
業
開
発
公
社
な
ど
の
社
長

や
理
事
長
に
町
長
が
就
任
し

て
い
る
が
、
指
定
管
理
者
に

応
募
す
る
者
と
決
定
す
る
者

が
同
一
人
で
は
公
平
を
欠
く

の
で
は
な
い
か
。 

町
長
　
選
定
委
員
会
を
設
置

し
て
公
正
に
選
定
す
る
。
町

の
特
別
職
の
役
員
就
任
は
外

郭
団
体
の
見
直
し
で
検
討
し

た
い
。 

あ
の
問
題
は
ど
う
な
っ
た 

細
田
　
地
場
産
業
振
興
の
観

点
か
ら
少
額
の
工
事
や
物
品

購
入
、
印
刷
業
務
な
ど
の
発

注
に
つ
い
て
は
町
内
事
業
所

に
優
先
発
注
で
き
な
い
か
。 

町
長
　
建
設
工
事
、
業
務
委

託
の
金
額
に
よ
り
指
名
業
者

の
数
を
決
め
て
い
る
。 

　
少
額
な
も
の
に
つ
い
て
は
、

特
別
な
も
の
を
除
き
町
内
事

業
者
を
優
先
し
て
指
名
し
て

い
る
。 

総
合
計
画
が
最
優
先 

細
田
　
総
合
計
画
は
、
伯
耆

町
行
政
の
基
本
方
針
を
定
め

る
も
の
で
あ
り
、
地
方
自
治

法
で
も
総
合
計
画
は
議
会
の

議
決
を
経
て
定
め
る
と
明
記

さ
れ
て
い
る
。
最
重
要
の
総

合
計
画
が
策
定
さ
れ
な
い
ま

ま
新
年
度
予
算
が
編
成
さ
れ

て
る
こ
と
に
つ
い
て
問
題
が

な
い
の
か
。 

町
長
　
基
本
的
に
は
合
併
ま

ち
づ
く
り
計
画
に
基
づ
い
て

平
成
十
八
年
度
の
予
算
編
成

を
行
っ
て
い
る
。
総
合
計
画

の
策
定
は
緊
急
課
題
と
し
て

取
り
組
ん
で
お
り
、
今
議
会

中
に
素
案
を
提
出
し
十
八
年

年
三
月
に
議
決
を
求
め
る
予

定
で
あ
る
。 

細
田
　
指
定
管
理
者
の
公
募

に
あ
た
っ
て
、
植
田
正
治
写

真
美
術
館
や
鬼
っ
子
ラ
ン
ド

な
ど
は
事
前
に
町
が
管
理
運

営
方
針
の
見
直
し
を
す
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

既
に
指
定
管
理
者
が
定
め
て

あ
る
「
大
山
望
」
と
堆
肥
セ

ン
タ
ー
に
つ
い
て
も
現
行
の

運
営
方
法
で
問
題
は
な
い
の

か
。 

町
長
　
写
真
美
術
館
の
閉
館

は
考
え
て
い
な
い
が
、
指
摘

の
あ
っ
た
施
設
の
管
理
運
営

に
つ
い
て
は
見
直
し
を
し
た

い
。 

細
田
　
今
年
中
に
議
会
で
質

問
し
た
こ
と
が
平
成
十
八
年

度
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ

る
か
。 

①
障
害
者
、
要
介
護
者
の
た

め
の
外
出
支
援
事
業
の
利

用
料
引
き
下
げ
及
び
利
用

し
や
す
い
事
業
へ
の
改
善

に
つ
い
て
。 

②
人
間
ド
ッ
ク
の
六
十
歳
以

上
へ
の
年
齢
拡
大
と
五
歳

毎
の
見
直
し
に
つ
い
て
。 

③
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
の
設

置
に
つ
い
て
。 

町
長
　
①
外
出
支
援
に
つ
い

て
は
利
用
料
の
引
き
下
げ

と
制
度
の
改
革
を
す
る
予

定
。 

②
人
間
ド
ッ
ク
は
六
十
歳
以

上
も
対
象
と
す
る
よ
う
検

討
す
る
。 

③
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
に
つ

い
て
は
、
介
護
保
険
の
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の

支
部
を
置
く
こ
と
に
な
る

の
で
今
後
、
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
拠
点
と
な
る
よ
う
検

討
し
た
い
。 

住
田
町
政
の
行
政
改
革
手
法
及
び
内
容
に
つ
い
て 

大
森
　「
鳥
取
県
人
権
救
済

条
例
（
略
称
）」
が
決
議
さ

れ
た
。
本
町
の
受
入
れ
態
勢

は
ど
う
か
。
又
今
後
、
条
例

の
啓
発
・
Ｐ
Ｒ
を
ど
の
様
に

や
る
か
。 

町
長
　
本
条
例
は
、
差
別
や

虐
待
等
の
被
害
を
受
け
た
弱

い
立
場
の
人
が
、
迅
速
な
救

済
を
受
け
る
ね
ら
い
が
あ
り
、

県
の
要
請
、
説
明
を
ま
っ
て

対
応
す
る
。 

大森　英一 

町
内
事
業
者
へ
の 

優
先
発
注 

桝水高原スキーリフト 

大
森
　
教
育
長
の
件
に
関
し
、

教
育
委
員
会
の
独
立
し
た
議

論
が
損
な
わ
れ
た
が
、
町
長

の
責
任
は
。 

町
長
　
教
育
の
普
遍
性
か
ら

独
自
性
は
尊
重
し
て
い
る
が
、

人
事
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ

た
だ
け
で
あ
る
。 

大
森
　
合
併
一
年
後
の
課
題

は
。 

町
長
　
概
ね
順
調
。
課
題
と

し
て
「
簡
素
で
効
率
的
な
行

政
シ
ス
テ
ム
の
構
築
」
等
、

一
歩
ず
つ
解
決
す
る
。 

大
森
　
危
機
管
理
の
視
点
は

あ
る
か
。 

　
地
方
分
権
対
応
の
危
機
管 

理
室
の
新
設
は
。 

町
長
　
現
機
構
で
対
処
し
、

来
年
度
か
ら
更
に
情
報
収
集

に
努
め
る
。 

大
森
　
ア
ー
ク
カ
ン
ト
リ
ー

問
題
へ
の
対
応
は
。 

町
長
　
合
法
的
企
業
活
動
で

あ
り
、
行
政
の
関
与
に
は
限

界
が
あ
る
。
企
業
の
誠
意
を

見
守
り
た
い
。 

大
森
　
本
町
農
業
は
、
新
制

度
の
恩
恵
が
少
な
い
。 

　
自
己
防
衛
策
に
、
営
農
専

職
の
配
置
が
必
要
で
は
。 

町
長
　
現
状
で
は
、
本
町
農

業
は
大
打
撃
を
受
け
る
。
今

後
は
、
総
合
的
な
農
業
振
興

を
は
か
る
。 

大
森
　「
行
政
改
革
大
綱
二

〇
〇
五
実
施
計
画
」
中
の
協

働
は
、
結
果
町
民
負
担
と
な

り
、
検
証
が
必
要
。 

　
本
計
画
の
合
理
化
目
標
額

は
。 

町
長
　
本
計
画
で
な
く
、
総

合
計
画
五
カ
年
の
財
政
計
画

で
、
三
億
千
四
百
万
円
の
削

減
を
す
る
。 

大
森
　
行
政
改
革
の
拠
点
と

し
て
、
公
民
館
の
利
用
計
画

は
。 

町
長
　
町
民
の
立
場
で
、
学

習
ニ
ー
ズ
や
青
少
年
対
応
に
、

公
民
館
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

が
必
要
で
あ
る
。 

大
森
　
住
民
活
動
推
進
課
・

人
権
政
策
課
の
減
員
は
協
働

戦
略
に
矛
盾
す
る
。
ま
ち
づ

く
り
ソ
フ
ト
の
体
制
作
り
と

し
て
、
む
し
ろ
集
中
対
応
が

必
要
で
は
。 

町
長
　
減
員
は
各
課
の
バ
ラ

ン
ス
優
先
に
よ
る
。
現
在
支

障
は
な
い
が
、
四
月
に
再
検

討
す
る
。 
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大
森
　
妹
尾
教
育
長
の
不
適

切
な
言
動
の
対
応
で
、
教
育

委
員
会
の
独
立
し
た
議
論
が

損
な
わ
れ
た
が
、
教
育
委
員

長
の
責
任
は
。 

教
育
委
員
長
　
伯
耆
町
の
教

育
行
政
に
一
大
汚
点
を
残
し

申
し
訳
な
く
、
釈
明
の
余
地

は
な
い
。 

大
森
　
教
職
員
に
対
し
て
の

倫
理
指
導
は
。 

教
育
委
員
長
　「
子

供
は
教
師
の
後
ろ

姿
を
見
て
育
つ
」、

故
に
、
言
動
に
は

特
に
留
意
が
必
要

で
あ
る
。 

大
森
　
学
校
長
に

対
し
て
何
を
望
む

の
か
。 

教
育
委
員
長
　
所

属
職
員
の
不
祥
事

に
対
し
て
は
責
任

を
負
い
、
出
処
進

退
は
自
己
決
断
と

す
る
。 




